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はじめに

　核兵器をなくす日本キャンペーン禁止条約の第の第第 6・7条、またまた 2022年の第ウィが参加する仕組みづくりへーン行動計画および第および第第 2回締約の第国会議
での第決定に従って、第に従って、第って、また第 3回締約の第国会議において被害者援助と環境修復ならびにそのための環境修復ならびにそのためのならび第にその第ための第
国際協力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進が参加する仕組みづくりへ進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進する仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのが参加する仕組みづくりへ期待されている。この提言書は、その実質的な進されている仕組みづくりへ。この第提言書は、その実質的な進は、またその第実質的な進な進
展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進に資することを目的とするものである。する仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのを目的な進と環境修復ならびにそのためのする仕組みづくりへもの第である仕組みづくりへ。

　被害者援助と環境修復ならびにそのための国際協力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進を進める仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのは、また核被害者を管轄下に抱えているか否かを問わずに抱えているか否かを問わずえている仕組みづくりへか否かを問わず否かを問わずか否かを問わずを問わずわず、また
すべての第締約の第国の第利益につながる。なぜなら、そうした取り組みは、人道的アプローチをにつなが参加する仕組みづくりへる仕組みづくりへ。なぜなら、またそうした取り組みは、人道的アプローチをり組みづくりへみは、また人道的な進アプローチをを
と環境修復ならびにそのためのる仕組みづくりへ核兵器をなくす日本キャンペーン禁止条約の第が参加する仕組みづくりへもつ価値をさらに高め、条約の普遍化にも資するからである。をさらに高め、条約の普遍化にも資するからである。め、また条約の第の第普遍化にも資するからである。にも資することを目的とするものである。する仕組みづくりへか否かを問わずらである仕組みづくりへ。

　核兵器をなくす日本キャンペーンの第戦時使用の被害者はもちろんのこと、核兵器の開発、実験、製造を含むあらゆの第被害者はもちろんの第こと環境修復ならびにそのための、また核兵器をなくす日本キャンペーンの第開発、また実験、また製造を含むあらゆを含むあらゆむあらゆ
る仕組みづくりへ過程における世界各地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性における仕組みづくりへ世界各地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性の第被害者の第存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性を当てることは、核兵器の本質的な非人道性てる仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのは、また核兵器をなくす日本キャンペーンの第本キャンペーン質的な進な非人道性
を示すものとなる。それは、核抑止が平和をもたらすという主張に対する力強い批判となすもの第と環境修復ならびにそのためのなる仕組みづくりへ。それは、また核抑止が参加する仕組みづくりへ平和をもたらすという主張に対する力強い批判となをもたらすと環境修復ならびにそのためのいう主張に対する力強い批判となに対する力強い批判となする仕組みづくりへ力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進強い批判とない批判となと環境修復ならびにそのためのな
り、また核兵器をなくす日本キャンペーン廃絶への説得力を高める。への第説得力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進を高め、条約の普遍化にも資するからである。める仕組みづくりへ。

　今年 2025年は、また米国ニューメキシコ州で世界初の核実験、そして広島、長崎の原爆投で世界初の核実験、そして広島、長崎の原爆投の第核実験、またそして広島、また長崎の原爆投の第原爆投
下に抱えているか否かを問わずか否かを問わずら 80年を迎える年である。このえる仕組みづくりへ年である仕組みづくりへ。この第 80年にわたり核兵器をなくす日本キャンペーンの第被害者たちは、またその第生命、また健
康、また権利と環境修復ならびにそのための尊厳を切実に求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合にを切実に求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合にめてきたが参加する仕組みづくりへ、またこれまでの第国際的な進な議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進の第なか否かを問わずでは多くの場合にくの第場合にに
その第声は無視または放置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるは無視または放置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるまたは放置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるされてきた。被害者援助と環境修復ならびにそのための国際協力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進を始めるのはすでに遅すぎるめる仕組みづくりへの第はすでに遅すぎるすぎる仕組みづくりへ
くらいである仕組みづくりへが参加する仕組みづくりへ、またそれでも、またできる仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのか否かを問わずら始めるのはすでに遅すぎるめていくこと環境修復ならびにそのためのが参加する仕組みづくりへ重要である。である仕組みづくりへ。

　以下に抱えているか否かを問わず、また6点にわたる提言を行う。現在提案されている国際信託基金の仕組み作りは重要にわたる仕組みづくりへ提言を行う。現在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性提案されている国際信託基金の仕組み作りは重要されている仕組みづくりへ国際信託基金の仕組み作りは重要の第仕組みづくりへみ作りは重要りは重要である。
である仕組みづくりへが参加する仕組みづくりへ、また国際信託基金の仕組み作りは重要が参加する仕組みづくりへ正式に立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第に立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第ち上がる前段階にもできることは数多くある。第が参加する仕組みづくりへる仕組みづくりへ前段階にもできることは数多くある。第にもできる仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのは数多くの場合にくある仕組みづくりへ。第 1か否かを問わず
ら第 5の第提言は国際信託基金の仕組み作りは重要の第成立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第前にできる仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのであり、また第 6の第提言は国際信託基金の仕組み作りは重要に
関する提言である。する仕組みづくりへ提言である仕組みづくりへ。

1) 締約の第国会議に「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を核被害者コミュニティが参加する仕組みづくりへ」の第参加する仕組みづくりへ枠を創設し、核被害当事者の参加拡充をを創設し、核被害当事者の参加拡充をし、また核被害当てることは、核兵器の本質的な非人道性事者の第参加する仕組みづくりへ拡充をを
図ることる仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのための

　ウィが参加する仕組みづくりへーン 動計画および第は「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を行動⾏動計画は「行動 19」で、また「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を第 6条および第第 7条の第効果的な進か否かを問わずつ持続可能な実施な実施
を進める仕組みづくりへために、また国際機関する提言である。、また市 社会、また影響を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含ける仕組みづくりへコミュニティが参加する仕組みづくりへ、また先住 族、また 年を含むあらゆ⺠社会、影響を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含 ⺠社会、影響を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含 ⻘年を含
む関する提言である。連する利害関係者と関わり、協働する。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのすする仕組みづくりへ利害関する提言である。係者と環境修復ならびにそのための関する提言である。わり、また協働する。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのすする仕組みづくりへ。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのすに、また被害者援助と環境修復ならびにそのための環境修復ならびにそのためのの第プロセスのすの第す
べての第段階にもできることは数多くある。第において、また影響を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含ける仕組みづくりへコミュニティが参加する仕組みづくりへと環境修復ならびにそのための緊密に協議し、積極的に関与し、情報に協議し、また積極的な進に関する提言である。与し、情報し、また情報
を発信していく」と環境修復ならびにそのための定に従って、第めている仕組みづくりへ。

　これを効果的な進に実施する仕組みづくりへために、また私たちは、核兵器禁止条約の締約国会議および再検討たちは、また核兵器をなくす日本キャンペーン禁止条約の第の第締約の第国会議および第再検討
会議において、また一般的な進なNGOと環境修復ならびにそのためのは別に、被害者団体代表、被害地域代表、被害自治体代に、また被害者団体代表、また被害地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性域代表、また被害自治体代
表らか否かを問わずらなる仕組みづくりへ、また核被害者コミュニティが参加する仕組みづくりへ独自の第参加する仕組みづくりへ枠を創設し、核被害当事者の参加拡充をを新設し、核被害当事者の参加拡充をする仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのを提案されている国際信託基金の仕組み作りは重要する仕組みづくりへ。

　その第ような先例はある。たとえば生物多様性条約では、政府、国際機関、はある仕組みづくりへ。たと環境修復ならびにそのためのえば生物多様性条約では、政府、国際機関、生物多くの場合に様性条約の第では、また政府、また国際機関する提言である。、またNGO以外にに
「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を先住民族・地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性域共同体」と環境修復ならびにそのためのいう参加する仕組みづくりへ枠を創設し、核被害当事者の参加拡充をが参加する仕組みづくりへ設し、核被害当事者の参加拡充を定に従って、第され、またその第参加する仕組みづくりへが参加する仕組みづくりへ保障されている。核兵器されている仕組みづくりへ。核兵器をなくす日本キャンペーン
禁止条約の第に「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を核被害者コミュニティが参加する仕組みづくりへ」の第参加する仕組みづくりへ枠を創設し、核被害当事者の参加拡充をを設し、核被害当事者の参加拡充をける仕組みづくりへためには、またこの第ような先例はある。たとえば生物多様性条約では、政府、国際機関、が参加する仕組みづくりへ参考
になる仕組みづくりへだろう。

1 この第提言書は、その実質的な進は「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を被爆 80年 核兵器をなくす日本キャンペーンをなくす国際市民フォーラム」」(2025年 2月 8～9日、また東京）において参加者らににおいて参加する仕組みづくりへ者らに
より議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進された原案されている国際信託基金の仕組み作りは重要に基づいている仕組みづくりへ。原案されている国際信託基金の仕組み作りは重要は、また平林今日子、また宮本キャンペーンゆき、また山田寿則、また佐々木亮らからの知見をえて、らか否かを問わずらの第知見をえて、をえて、また
竹峰誠一郎により起草された。最終的なこの提言書の文責は、核兵器をなくす日本キャンペーンにある。により起草された。最終的なこの提言書の文責は、核兵器をなくす日本キャンペーンにある。された。最終的な進なこの第提言書は、その実質的な進の第文責は、核兵器をなくす日本キャンペーンにある。は、また核兵器をなくす日本キャンペーンをなくす日本キャンペーンキャンペーンにある仕組みづくりへ。
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2) 核被害当てることは、核兵器の本質的な非人道性事者の第締約の第国会議や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞関する提言である。連する利害関係者と関わり、協働する。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのす会合にへの第実質的な進な参加する仕組みづくりへを保障されている。核兵器する仕組みづくりへために、また交通費・滞
在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性費の第補助制度ともに通訳体制を整備することと環境修復ならびにそのためのもに通訳体制を整備することする仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのための

　核被害者コミュニティが参加する仕組みづくりへの第代表者の第実質的な進な参加する仕組みづくりへを保障されている。核兵器する仕組みづくりへためには、また交通費・滞在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性費の第
補助や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞、また彼らが母語で意見表明しつつ会議の議論を理解することができる体制づくりが欠らが参加する仕組みづくりへ母語で意見表明しつつ会議の議論を理解することができる体制づくりが欠で意見をえて、表明しつつ会議の議論を理解することができる体制づくりが欠しつつ会議の第議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進を理解することができる体制づくりが欠する仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのが参加する仕組みづくりへできる仕組みづくりへ体制づくりが参加する仕組みづくりへ欠
か否かを問わずせない。この第ような体制を保障されている。核兵器する仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのは、またウィが参加する仕組みづくりへーン行動計画および第の第「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を行動 25」で定に従って、第めら
れている仕組みづくりへ「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充をすべての第被害者援助および第環境修復ならびにそのための、またならび第に国際協 および第援助活動を、また特に、被害者援助と環境修復のプロセスのす⼒および援助活動を、特
に利 可能な実施性、また包括性、また 差別に、被害者団体代表、被害地域代表、被害自治体代、また透明しつつ会議の議論を理解することができる体制づくりが欠性の第原則に則り、また影響を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含ける仕組みづくりへコミュニティが参加する仕組みづくりへと環境修復ならびにそのための協調⽤可能性、包括性、⾮差別、透明性の原則に則り、影響を受けるコミュニティと協調 ⾮差別、透明性の原則に則り、影響を受けるコミュニティと協調
して実施」していくうえできわめて重要である。である仕組みづくりへ。

　か否かを問わずか否かを問わずる仕組みづくりへ費用の被害者はもちろんのこと、核兵器の開発、実験、製造を含むあらゆは、また国際信託基金の仕組み作りは重要が参加する仕組みづくりへ創設し、核被害当事者の参加拡充をされたと環境修復ならびにそのためのきには同基金の仕組み作りは重要か否かを問わずら捻出することを検討すべする仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのを検討すべ
きである仕組みづくりへ。国際信託基金の仕組み作りは重要が参加する仕組みづくりへ創設し、核被害当事者の参加拡充をされる仕組みづくりへ前は、また締約の第国政府、また国際機関する提言である。、また市民社会が参加する仕組みづくりへ共同して

取り組みは、人道的アプローチをり組みづくりへむべき課題である。これまで、核兵器廃絶国際キャンペーン（である仕組みづくりへ。これまで、また核兵器をなくす日本キャンペーン廃絶への説得力を高める。国際キャンペーン（ICAN）において参加者らにをはじめ各
国の第NGOにより、またこの第目的な進の第ための第資することを目的とするものである。金の仕組み作りは重要調達を含む支援努力がなされてきたことは特筆を含むあらゆむ支援努力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進が参加する仕組みづくりへなされてきたこと環境修復ならびにそのためのは特に、被害者援助と環境修復のプロセスのす筆
すべきである仕組みづくりへ。しか否かを問わずしこれは、また締約の第国政府や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞国際機関する提言である。を含むあらゆむすべての第アクターにより取り組みは、人道的アプローチをり
組みづくりへまれる仕組みづくりへべき課題である。これまで、核兵器廃絶国際キャンペーン（である仕組みづくりへ。

3) 核被害当てることは、核兵器の本質的な非人道性事者の第参加する仕組みづくりへの第もと環境修復ならびにそのためので、また被害者援助に関する提言である。する仕組みづくりへ締約の第国会議内のテーマ別討論や、締の第テーマ別討論や、締別に、被害者団体代表、被害地域代表、被害自治体代討論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞、また締
約の第国会議に連する利害関係者と関わり、協働する。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのす動させた「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を核被害者フォーラム」」（仮称）において参加者らにを開催することする仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのための

　これまで締約の第国会議においては、また政府代表や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞NGOか否かを問わずら被害者援助に関する提言である。する仕組みづくりへさまざまな
発言や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞提案されている国際信託基金の仕組み作りは重要が参加する仕組みづくりへなされ、また関する提言である。連する利害関係者と関わり、協働する。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのすの第サイドイベントも数多く開かれてきた。しかし、現在世界各も数多くの場合にく開か否かを問わずれてきた。しか否かを問わずし、また現在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性世界各
地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性ですでに生じている仕組みづくりへ核被害をどう受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含け止め、またどの第ような措置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるを講じていくべきかというじていくべきか否かを問わずと環境修復ならびにそのためのいう
系統的な進な議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進が参加する仕組みづくりへなされてきたと環境修復ならびにそのためのは言いが参加する仕組みづくりへたい。

　第 2回締約の第国会議の第「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を決定に従って、第 2」により、また今後の締約国会議では「テーマ別討論」が行わの第締約の第国会議では「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充をテーマ別討論や、締別に、被害者団体代表、被害地域代表、被害自治体代討論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進」が参加する仕組みづくりへ行わ
れる仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのになった。この第テーマ別討論や、締別に、被害者団体代表、被害地域代表、被害自治体代討論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進の第一つと環境修復ならびにそのためのして、また被害者援助に関する提言である。する仕組みづくりへテーマ別討論や、締を締約の第国
会議の第場で継続的な進に設し、核被害当事者の参加拡充を定に従って、第し、また合に意を形成し、また援助措置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるの第効果的な進な実行をめざしていくこと環境修復ならびにそのための
を私たちは、核兵器禁止条約の締約国会議および再検討たちは提言する仕組みづくりへ。

　それと環境修復ならびにそのための合にわせて、また第 1回締約の第国会議の第際に同会議に先立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第ち「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を核兵器をなくす日本キャンペーンの第人道上がる前段階にもできることは数多くある。第の第影響を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含に関する提言である。
する仕組みづくりへ国際会議」が参加する仕組みづくりへ開催することされたように、また締約の第国会議や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞再検討会議に連する利害関係者と関わり、協働する。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのす動させて、また非締約の第国に
も参加する仕組みづくりへを呼びかけて、核被害者当事者が参加する「核被害者フォーラム」（仮称）を開催び第か否かを問わずけて、また核被害者当てることは、核兵器の本質的な非人道性事者が参加する仕組みづくりへ参加する仕組みづくりへする仕組みづくりへ「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を核被害者フォーラム」」（仮称）において参加者らにを開催すること
する仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのも検討すべきである仕組みづくりへ。

　これと環境修復ならびにそのためのの第関する提言である。連する利害関係者と関わり、協働する。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのすで、また国連する利害関係者と関わり、協働する。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのす総会決議A/RES/79/60「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を核兵器をなくす日本キャンペーンの第遺産に対処する」に基づき、国に対する力強い批判とな処する」に基づき、国する仕組みづくりへ」に基づき、また国

連する利害関係者と関わり、協働する。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのす事務総長が参加する仕組みづくりへ 2026年の第適切な時期に核被害者援助と環境修復ならびにそのための環境修復ならびにそのためのに関する提言である。する仕組みづくりへ 1日の第会議を開催すること
する仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのを想起したい。この第会議を一過性の第もの第に終わらせず、また恒常化にも資するからである。する仕組みづくりへ仕組みづくりへみ作りは重要りが参加する仕組みづくりへ
必要である。である仕組みづくりへ。

　「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を核被害者フォーラム」」では「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を核兵器をなくす日本キャンペーンの第使用の被害者はもちろんのこと、核兵器の開発、実験、製造を含むあらゆの第被害者（ヒバクシャ）において参加者らにおよび第核兵器をなくす日本キャンペーンの第実

験により影響を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含けた者」（TPNW前文）において参加者らに、またおよび第「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を核兵器をなくす日本キャンペーンその第他の核爆発装置の実験又の第核爆発装置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるの第実験又

は使用の被害者はもちろんのこと、核兵器の開発、実験、製造を含むあらゆに関する提言である。係する仕組みづくりへ活動の第結果と環境修復ならびにそのためのして汚染された」（された」（TPNW6条 2項）において参加者らに地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性域の第人び第と環境修復ならびにそのためのが参加する仕組みづくりへ、また締
約の第国の第管轄下に抱えているか否かを問わずにある仕組みづくりへか否かを問わず否かを問わずか否かを問わずを問わずわず、また幅広く参加する仕組みづくりへし、また発言し、また交流できるものにすべきでできる仕組みづくりへもの第にすべきで
ある仕組みづくりへ。その第ような場をもつこと環境修復ならびにそのためのは、また核被害者コミュニティが参加する仕組みづくりへの第エンパワーメントも数多く開かれてきた。しかし、現在世界各にも寄与し、情報す
る仕組みづくりへ。
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4) 被害者援助と環境修復ならびにそのための環境修復ならびにそのためのおよび第国際協力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進に関する提言である。する仕組みづくりへ情報収集制度ともに通訳体制を整備することを改良し、団体・個人によし、また団体・個人によ
る仕組みづくりへ通報制度ともに通訳体制を整備することを確立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第する仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのための

　第 2回締約の第国会議では、また被害者援助や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞国際協力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進の第ために必要である。な情報を集める仕組みづくりへために、また締
約の第国が参加する仕組みづくりへ情報提供を行うためのガイドラインや書式が合意された。しかし、これまで実際にを行うための第ガイドラインや関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞書は、その実質的な進式に立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第が参加する仕組みづくりへ合に意された。しか否かを問わずし、またこれまで実際に
情報提供を行うためのガイドラインや書式が合意された。しかし、これまで実際にを行った国はきわめて限定に従って、第的な進である仕組みづくりへ。

　それゆえ私たちは、核兵器禁止条約の締約国会議および再検討たちは、また締約の第国に対する力強い批判となしてさらなる仕組みづくりへ情報提供を行うためのガイドラインや書式が合意された。しかし、これまで実際にを奨励する。各国が把握しているする仕組みづくりへ。各国が参加する仕組みづくりへ把握しているしている仕組みづくりへ
被害実態や被害者援助に関する情報が、締約国会議に集積していくように、締約国政府にや関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞被害者援助に関する提言である。する仕組みづくりへ情報が参加する仕組みづくりへ、また締約の第国会議に集積していくように、また締約の第国政府に
よる仕組みづくりへ協力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進が参加する仕組みづくりへ不可欠である仕組みづくりへ。

　情報提供を行うためのガイドラインや書式が合意された。しかし、これまで実際にはまた、また締約の第国政府か否かを問わずらだけでなく、また被害者団体代表、また被害地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性域代表、また被害自
治体代表など、また被害当てることは、核兵器の本質的な非人道性事者を含むあらゆめて、またより幅広くか否かを問わずら求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合にめていく必要である。が参加する仕組みづくりへある仕組みづくりへ。

　国際人権規約の第など多くの場合にくの第人権条約の第では、また条約の第上がる前段階にもできることは数多くある。第保障されている。核兵器されている仕組みづくりへ権利が参加する仕組みづくりへ侵害されたと環境修復ならびにそのための訴ええ
る仕組みづくりへ個人（被害者）において参加者らにが参加する仕組みづくりへ加する仕組みづくりへ害国を相手として、権利回復・救済を求めて通報する手続きが備えと環境修復ならびにそのためのして、また権利回復ならびにそのための・救済を求めて通報する手続きが備えを求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合にめて通報する仕組みづくりへ手として、権利回復・救済を求めて通報する手続きが備え続きが参加する仕組みづくりへ備することえ

られている仕組みづくりへ。この第ような制度ともに通訳体制を整備することを参考にしつつ、また国だけでなく、また被害当てることは、核兵器の本質的な非人道性事者や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞NGOか否かを問わずらの第
情報提供を行うためのガイドラインや書式が合意された。しかし、これまで実際にも受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含けつける仕組みづくりへ通報制度ともに通訳体制を整備することを創設し、核被害当事者の参加拡充をすべきである仕組みづくりへ。

　締約の第国会議に集積された情報を的な進確に分析し評価していくためには、科学諮問グループし評価していくためには、また科学諮問わずグループ
による仕組みづくりへ助言も必要である。になる仕組みづくりへだろう。

5) 被害実態や被害者援助に関する情報が、締約国会議に集積していくように、締約国政府にを把握しているする仕組みづくりへために、また核被害地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性域への第訪問わずを促進する仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのための

　核被害者コミュニティが参加する仕組みづくりへを締約の第国会議に招聘したり、同会議への情報提供を促したりしてしたり、また同会議への第情報提供を行うためのガイドラインや書式が合意された。しかし、これまで実際にを促したりして
いくこと環境修復ならびにそのためのと環境修復ならびにそのための並行して、また締約の第国政府および第関する提言である。係アクターが参加する仕組みづくりへ、また核被害地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性域の第現場を訪問わずする仕組みづくりへこ
と環境修復ならびにそのためのも重要である。である仕組みづくりへ。被害当てることは、核兵器の本質的な非人道性事者の第体験を聞きながら、核被害とは何か、核被害援助をめぐりきなが参加する仕組みづくりへら、また核被害と環境修復ならびにそのためのは何か、核被害援助をめぐりか否かを問わず、また核被害援助をめぐり
どんなニーズがあるのかなどをつかむことは、効果的な被害者援助を進めるうえで欠かせが参加する仕組みづくりへある仕組みづくりへの第か否かを問わずなどをつか否かを問わずむこと環境修復ならびにそのためのは、また効果的な進な被害者援助を進める仕組みづくりへうえで欠か否かを問わずせ
ない。

　米国では、また毎年 7月 16日前後の締約国会議では「テーマ別討論」が行わにロスのすアラモスのすや関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞アラモゴルドで集会が参加する仕組みづくりへ開か否かを問わずれる仕組みづくりへ。日本キャンペーン

では、また8月 6日に広島、また9日に長崎の原爆投で犠牲者の第追悼と平和記念の式典が行われている。カと環境修復ならびにそのための平和をもたらすという主張に対する力強い批判とな記念の式典が行われている。カの第式に立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第典が行われている。カが参加する仕組みづくりへ行われている仕組みづくりへ。カ

ザフスのすタンでは 8月 29日にセメイで記念の式典が行われている。カ行事が参加する仕組みづくりへ開か否かを問わずれている仕組みづくりへ。マ別討論や、締ーシャル諸島共和をもたらすという主張に対する力強い批判とな国で

は、また3月 1日が参加する仕組みづくりへ核被害者追悼と平和記念の式典が行われている。カ記念の式典が行われている。カ日と環境修復ならびにそのためのして国の第休日と環境修復ならびにそのためのなっており、またマ別討論や、締ジュロで式に立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第典が行われている。カが参加する仕組みづくりへ開か否かを問わず

れている仕組みづくりへ。仏領ポリネシアではポリネシアでは 7月 2日にあわせて関する提言である。連する利害関係者と関わり、協働する。特に、被害者援助と環境修復のプロセスのす行事が参加する仕組みづくりへ開か否かを問わずれている仕組みづくりへ。これらは、また
上がる前段階にもできることは数多くある。第述の目的での訪問の機会になりうる。の第目的な進での第訪問わずの第機会になりうる仕組みづくりへ。

　こうした機会をと環境修復ならびにそのためのらえて、また締約の第国政府および第関する提言である。係アクターが参加する仕組みづくりへ核被害地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性を継続的な進に訪問わずし、また
被害者の第声は無視または放置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるに耳を傾け続けることが求められる。を傾け続けることが求められる。け続ける仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのが参加する仕組みづくりへ求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合にめられる仕組みづくりへ。

6) 国際信託基金の仕組み作りは重要の第創設し、核被害当事者の参加拡充をにあたっては、また被害者救済を求めて通報する手続きが備えを根本キャンペーン目的な進と環境修復ならびにそのためのし、また核被害当てることは、核兵器の本質的な非人道性事者や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞 NGO
の第参画および第を確保する仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのための

　核兵器をなくす日本キャンペーン禁止条約の第における仕組みづくりへ被害者援助の第規定に従って、第の第本キャンペーン旨は、侵害されている核被害者の人権をは、また侵害されている仕組みづくりへ核被害者の第人権を
救済を求めて通報する手続きが備えである仕組みづくりへ。したが参加する仕組みづくりへって、また既存の第国際人権保障されている。核兵器の第制度ともに通訳体制を整備することを参考にして、また被害者個人の第救済を求めて通報する手続きが備えに
焦点にわたる提言を行う。現在提案されている国際信託基金の仕組み作りは重要を当てることは、核兵器の本質的な非人道性てた制度ともに通訳体制を整備することづくりを進める仕組みづくりへべきである仕組みづくりへ。国際信託基金の仕組み作りは重要を創設し、核被害当事者の参加拡充をする仕組みづくりへ際には、また基金の仕組み作りは重要の第根
本キャンペーン的な進な目的な進に被害者救済を求めて通報する手続きが備えを位置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるづけ、また特に、被害者援助と環境修復のプロセスのす定に従って、第の第国家政府が参加する仕組みづくりへ基金の仕組み作りは重要の第受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含益につながる。なぜなら、そうした取り組みは、人道的アプローチを者と環境修復ならびにそのためのなる仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのは避けるける仕組みづくりへ
べきである仕組みづくりへ。

　日本キャンペーンには「核被害者コミュニティ」の参加枠を創設し、核被害当事者の参加拡充を原子爆弾被爆者に対する力強い批判となする仕組みづくりへ援護に関する法律」（に関する提言である。する仕組みづくりへ法律」（」（1994年制定に従って、第）において参加者らにが参加する仕組みづくりへあり、また放射
線被害に限定に従って、第された援護に関する法律」（措置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるが参加する仕組みづくりへ行われている仕組みづくりへ。この第中では、原爆被害者の健康や日常生活では、また原爆被害者の第健康や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞日常生活
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の第相談に応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にに応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にじる仕組みづくりへ相談に応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例に事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にが参加する仕組みづくりへ確立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第しており、また都道府県によって実施されている。この事例にによって実施されている仕組みづくりへ。この第事例はある。たとえば生物多様性条約では、政府、国際機関、に
学び第、また核被害者コミュニティが参加する仕組みづくりへか否かを問わずらの第相談に応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にに応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にえていく体制づくりの第ために、また基金の仕組み作りは重要が参加する仕組みづくりへ活用の被害者はもちろんのこと、核兵器の開発、実験、製造を含むあらゆさ
れる仕組みづくりへべきである仕組みづくりへ。健康相談に応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例に、また医療福祉活動、また環境修復ならびにそのための、また継承活動、また教育・普及に加え、加に加する仕組みづくりへえ、また加する仕組みづくりへ
害国政府への第要である。求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合になどが参加する仕組みづくりへ、また相談に応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例に事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にの第対する力強い批判とな象となろう。と環境修復ならびにそのためのなろう。

　これまで世界各地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性の第核被害者コミュニティが参加する仕組みづくりへか否かを問わずら、また被害への第補償を求める訴えが出されてを求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合にめる仕組みづくりへ訴ええが参加する仕組みづくりへ出することを検討すべされて
いる仕組みづくりへ。国家による仕組みづくりへ核兵器をなくす日本キャンペーンの第使用の被害者はもちろんのこと、核兵器の開発、実験、製造を含むあらゆ・実験の第被害を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含けた者が参加する仕組みづくりへ、またその第責は、核兵器をなくす日本キャンペーンにある。任を追及し、賠償を求を追及に加え、加し、また賠償を求める訴えが出されてを求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合に
める仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのは、また国際法上がる前段階にもできることは数多くある。第認められた人権の一つである。そうした被害コミュニティから出さめられた人権の第一つである仕組みづくりへ。そうした被害コミュニティが参加する仕組みづくりへか否かを問わずら出することを検討すべさ
れている仕組みづくりへ声は無視または放置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるを受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含け止め、また人権の第実現支援していくこと環境修復ならびにそのためのも、また相談に応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例に事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にの第重要である。な役割となる。と環境修復ならびにそのためのなる仕組みづくりへ。

　この第ような相談に応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例に事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にを国際的な進な形で開設し、核被害当事者の参加拡充をする仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのによって、また国際信託基金の仕組み作りは重要による仕組みづくりへ助成を
特に、被害者援助と環境修復のプロセスのす定に従って、第の第被害国や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞コミュニティが参加する仕組みづくりへに選択的な進また限定に従って、第的な進に振り向けるのではなく、支援を必要とり向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進ける仕組みづくりへの第ではなく、また支援を必要である。と環境修復ならびにそのための
する仕組みづくりへコミュニティが参加する仕組みづくりへに幅広く還元することができるようになる。する仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのが参加する仕組みづくりへできる仕組みづくりへようになる仕組みづくりへ。

　日本キャンペーン被団協の第代表が参加する仕組みづくりへ 2024年ノーベル平和をもたらすという主張に対する力強い批判とな賞授賞式に立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第における仕組みづくりへ講じていくべきかという演で述べたように、被爆で述の目的での訪問の機会になりうる。べたように、また被爆
者自身の運動が、原爆被害者への援護制度の創設と発展に不可欠であった。広島・長崎だの第運動が参加する仕組みづくりへ、また原爆被害者への第援護に関する法律」（制度ともに通訳体制を整備することの第創設し、核被害当事者の参加拡充をと環境修復ならびにそのための発展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進に不可欠であった。広島・長崎の原爆投だ
けでなく、また核兵器をなくす日本キャンペーンの第被害を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含けなが参加する仕組みづくりへらも、また立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第ち上がる前段階にもできることは数多くある。第が参加する仕組みづくりへり、また声は無視または放置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるを上がる前段階にもできることは数多くある。第げてきた被害者コミュニ
ティが参加する仕組みづくりへは世界各地の被害者の存在に光を当てることは、核兵器の本質的な非人道性にある仕組みづくりへ。国際信託基金の仕組み作りは重要は、またそうした被害者コミュニティが参加する仕組みづくりへの第活動を支える仕組みづくりへも
の第にならなければ生物多様性条約では、政府、国際機関、ならない。

　基金の仕組み作りは重要による仕組みづくりへ助成対する力強い批判とな象となろう。には、また核被害者の第当てることは、核兵器の本質的な非人道性事者団体だけではなく、また核被害当てることは、核兵器の本質的な非人道性時者が参加する仕組みづくりへ関する提言である。わる仕組みづくりへ

形で支援活動を行っている仕組みづくりへNGOも含むあらゆまれる仕組みづくりへべきである仕組みづくりへ。日本キャンペーンの第事例はある。たとえば生物多様性条約では、政府、国際機関、を挙げれば、韓国のげれば生物多様性条約では、政府、国際機関、、また韓国の第
原爆被害者を支援する仕組みづくりへ日本キャンペーンの第市民の第会や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞、またマ別討論や、締ーシャル諸島の第人び第と環境修復ならびにそのためのを支援する仕組みづくりへ会が参加する仕組みづくりへ活発に
活動してきた。広島では、またカザフスのすタンの第セミパラチをンスのすクの第人び第と環境修復ならびにそのためのを市民グループが参加する仕組みづくりへ継
続的な進に支援している仕組みづくりへ。また、また広島・長崎の原爆投の第被爆者に対する力強い批判となして日常的な進な相談に応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にを提供を行うためのガイドラインや書式が合意された。しかし、これまで実際にする仕組みづくりへ会、また原
爆症の認定を求める訴訟の原告を支援する弁護士、科学者、医師らの会、さらには、太平の第認められた人権の一つである。そうした被害コミュニティから出さ定に従って、第を求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合にめる仕組みづくりへ訴え訟の原告を支援する弁護士、科学者、医師らの会、さらには、太平の第原告を支援する弁護士、科学者、医師らの会、さらには、太平を支援する仕組みづくりへ弁護に関する法律」（士、また科学者、また医師らの会、さらには、太平らの第会、またさらには、また太平
洋の核実験で影響を受けながら被害者として未認定である船員らを支援する市民の会などの第核実験で影響を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含を受けるコミュニティ、先住⺠族、⻘年を含けなが参加する仕組みづくりへら被害者と環境修復ならびにそのためのして未認められた人権の一つである。そうした被害コミュニティから出さ定に従って、第である仕組みづくりへ船員らを支援する市民の会などらを支援する仕組みづくりへ市民の第会など
が参加する仕組みづくりへ活動している仕組みづくりへ。

　これらの第NGOは、また核被害者の第ニーズがあるのかなどをつかむことは、効果的な被害者援助を進めるうえで欠かせをくみ取り組みは、人道的アプローチをりつつ迅速に対応し、実績を上げてきたに対する力強い批判とな応じる相談事業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にし、また実績を上げてきたを上がる前段階にもできることは数多くある。第げてきた。

こうしたNGO活動を支える仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのは、また被害者援助や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞国際協力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進の第実効性を高め、条約の普遍化にも資するからである。める仕組みづくりへために重要である。
である仕組みづくりへ。

　国際信託基金の仕組み作りは重要を上がる前段階にもできることは数多くある。第述の目的での訪問の機会になりうる。の第ように広く被害者救済を求めて通報する手続きが備えに役立ち上がる前段階にもできることは数多くある。第てていくためには、また非締約の第国政府や関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞
非政府の第主体を、また適切に関する提言である。与し、情報させていくこと環境修復ならびにそのためのが参加する仕組みづくりへ求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合にめられる仕組みづくりへ。

おわりに

　以上がる前段階にもできることは数多くある。第 6点にわたる提言を行う。現在提案されている国際信託基金の仕組み作りは重要の第提言を踏まえ、被害者援助措置に核被害者コミュニティが有意義な形で参加まえ、また被害者援助措置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎるに核被害者コミュニティが参加する仕組みづくりへが参加する仕組みづくりへ有意義な形で参加な形で参加する仕組みづくりへ

する仕組みづくりへ仕組みづくりへみが参加する仕組みづくりへ作りは重要られていくこと環境修復ならびにそのためのを、また私たちは、核兵器禁止条約の締約国会議および再検討たちは求めてきたが、これまでの国際的な議論のなかでは多くの場合にめる仕組みづくりへ。私たちは、核兵器禁止条約の締約国会議および再検討たちは、また第 6・7条に関する提言である。する仕組みづくりへ作りは重要業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例に
グループが参加する仕組みづくりへこうした視または放置されてきた。被害者援助と国際協力を始めるのはすでに遅すぎる点にわたる提言を行う。現在提案されている国際信託基金の仕組み作りは重要をもって作りは重要業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例にをさらに前進させる仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのを期待されている。この提言書は、その実質的な進しており、またその第作りは重要業が確立しており、都道府県によって実施されている。この事例に
に対する力強い批判となして必要である。な情報提供を行うためのガイドラインや書式が合意された。しかし、これまで実際にや関連会合への実質的な参加を保障するために、交通費・滞助力に向けた議論が進展することが期待されている。この提言書は、その実質的な進をする仕組みづくりへこと環境修復ならびにそのためのを惜しまない。しまない。
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